
第２回 松前町水道事業経営審議会

令和４年度決算見込み、令和５年度予算（案）及び
前回の質問に対する回答について

令和５年３月１３日（月）



■令和４年度松前町水道事業会計決算見込み
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収益的収入及び支出

収入

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1
水 道 事 業
収 益 440,421 469,656 △ 29,235

1 営 業 収 益 400,012 416,795 △ 16,783

1 給 水 収 益 396,709 414,067 △ 17,358

1 水 道 料 金 396,709 水道料金 384,431 

メーター使用料 12,278 

2
他 会 計
負 担 金

1,230 930 300

1
一 般 会 計
負 担 金

1,230 消火栓等維持管理負担金 1,230 

3
受 託 工 事
収 益

127 147 △ 20

1
そ の 他 の
工 事 収 益

127 閉栓工事費 127 

4
そ の 他 の
営 業 収 益

1,946 1,651 295

1
材 料 売 却
収 益

1 材料売却代 1 

2 手 数 料 1,945 竣工検査手数料 650 

設計審査手数料 985 

給水装置工事事業者指定･更新
手数料

310 
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収益的収入及び支出

収入
款 項 目

本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

2 営 業 外
収 益

40,407 52,859 △ 12,452

1 受取利息及
び 配 当 金

129 98 31

1 預 金 利 息 129 預金利息 129 

2 他 会 計
補 助 金

240 260 △ 20

1
一 般 会 計
負 担 金

240 児童手当負担金 240 

3 長期前受金
戻 入

34,440 36,153 △ 1,713

1
長期前受金
戻 入

34,440 長期前受金戻入 34,440 

4 消費税及び
地方消費税
還 付 金

1 9,824 △ 9,823

1 消費税及び
地方消費税 1 消費税及び地方消費税還付金 1 
還 付 金

5 雑 収 益 5,597 6,524 △ 927

1
そ の 他
雑 収 益

5,597 水道事業用地使用料 25 

下水道使用料徴収受託料 5,101 

施工要領等資料代他 471 

3 特 別 利 益 2 2 0

1 固 定 資 産
売 却 益

1 1 0

1
固 定 資 産
売 却 益

1 固定資産売却益 1 

2 過年度損益
修 正 益

1 1 0

1
過年度損益
修 正 益

1 過年度損益修正益 1 
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収益的収入及び支出

支出

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1
水 道 事 業
費 用 434,710 465,161 △ 30,451

1 営 業 費 用 390,861 414,681 △ 23,820

1
原 水 及 び
浄 水 費 109,360 92,548 16,812

1 給 料 2,294 給料 2,294 

2 手 当 等 1,695 期末手当・時間外勤務手当等 1,695 

3
賞与引当金
繰 入 額

305 賞与引当金繰入額 305 

4 法定福利費 1,111 共済組合負担金等 1,111 

5
法定福利費
引 当 金
繰 入 額

63 法定福利費引当金繰入額 63 

6 備 消 品 費 10 水源地施設管理消耗品費 10 

7 燃 料 費 181 ガソリン代 181 

8 光 熱 水 費 654 水源地電気代 654 

9 委 託 料 51,651 電気保安管理委託料 1,150 

上水道基幹施設運転管理委託料 50,501 

10手 数 料 87 水質検査・細菌検査手数料 87 
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収益的収入及び支出

支出

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

11動 力 費 51,299 水源地・浄水場電力料 51,299 

12薬 品 費 10 残留塩素測定用試薬代 10 

2
配 水 及 び
給 水 費 49,052 54,672 △ 5,620

1 給 料 5,200 給料 5,200 

2 手 当 等 2,911 期末手当・通勤手当等 2,911 

3
賞与引当金
繰 入 額

610 賞与引当金繰入額 610 

4 法定福利費 2,232 共済組合負担金等 2,232 

5
法定福利費
引 当 金
繰 入 額

122 法定福利費引当金繰入額 122 

6 備 消 品 費 157 配水・給水設備消耗品費 157 

7 修 繕 費 34,720 配水管・給水管等修繕料 18,660 

メーター器取替工事費 16,060 

8 路面復旧費 3,000 町道・県道舗装補修費 3,000 

9 材 料 費 100 簡易舗装材購入費 100 
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収益的収入及び支出

支出

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

3 総 係 費 60,997 56,770 4,227

1 給 料 12,836 給料 12,836 

2 手 当 等 7,230 期末手当・時間外勤務手当等 7,230 

3
賞与引当金
繰 入 額

1,475 賞与引当金繰入額 1,475 

4 法定福利費 5,901 共済組合負担金等 5,901 

5
法定福利費
引 当 金
繰 入 額

395 法定福利費引当金繰入額 395 

6 旅 費 317 普通旅費 24 

特別旅費 293 

7 報 償 費 10,346 検針員報酬 10,080 

集金員報酬 266 

8 備 消 品 費 1,608 事務用品等消耗品費 1,608 

9 印刷製本費 1,438 検針票外印刷代 1,438 

1 0通信運搬費 1,812 郵便料・携帯通話料 1,812 
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収益的収入及び支出

支出

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1 1委 託 料 7,248 水道管路台帳修正委託料 3,500 

システム保守委託料等 3,748 

1 2手 数 料 2,822 口座振替手数料 1,352 

コンビニ収納手数料 763 

公用車車検・システム保守手数料 707 

1 3賃 借 料 4,163 電算機器借上料 4,140 

ＪＲ用地借上料 23 

1 4修 繕 費 187 公用車車検・定期点検整備料 67 

機器修繕料 120 

1 5保 険 料 890 水道賠償責任保険料 440 

自動車･建物共済保険料 450 

1 6負 担 金 283 日本水道協会等負担金 125 

研修会参加負担金 158 

1 7公 課 費 9 自動車重量税 9 

1 8
貸倒引当金
繰 入 額

1,593 貸倒引当金繰入額 1,593 

1 9報 酬 444 審議会委員報酬 444 
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収益的収入及び支出
支出

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円
4 減価償却費 170,850 210,089 △ 39,239

1
有 形 固 定 資 産
減 価 償 却 費

170,787 有形固定資産減価償却費 170,787 

2
無 形 固 定 資 産
減 価 償 却 費

63 無形固定資産減価償却費 63 

5 資産減耗費 600 600 0

1
固 定 資 産
除 却 費

500 固定資産除却費 500 

2 たな卸資産減耗費 100 たな卸資産減耗費 100 

6 そ の 他
営 業 費 用

2 2 0

1
材 料 売 却
原 価

1 材料売却原価 1 

2 雑 支 出 1 雑支出 1 
2 営業外費用 40,748 43,641 △ 2,893

1 支 払 利 息
及び企業債
取 扱 諸 費

40,747 43,640 △ 2,893

1 企 業 債 利 息 40,746 企業債利息 40,746 

2 一 時 借 入 金 利 息 1 一時借入金利息 1 

2 消費税及び
地方消費税

1 1 0

1
消費税及び地方消
費 税

1 消費税及び地方消費税 1 

3 特 別 損 失 101 3,839 △ 3,738
1 固 定 資 産

売 却 損
1 1 0

1
固 定 資 産
売 却 損

1 固定資産売却損 1 

2 過年度損益
修 正 損

100 3,838 △ 3,738

1 過年度損益修正損 100 過年度損益修正損 100 

4 予 備 費 3,000 3,000 0

1 予 備 費 3,000 3,000 0

1 予 備 費 3,000 予備費 3,000 
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資本的収入及び支出
収入

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1 資本的収入 1,059,575 933,571 126,004

1 企 業 債 845,100 801,100 44,000

1 建設改良費
等の財源に
充てるため
の 企 業 債

845,100 801,100 44,000

1 建 設改 良債 845,100 上水道管布設等事業 45,000 

第６次拡張事業 800,100 

2 出 資 金 124,100 44,200 79,900

1 負担区分に
基づかない
出 資 金

124,100 44,200 79,900

1
負 担 区 分 に
基 づ か な い
出 資 金

124,100 一般会計出資金 124,100 

3 補 助 金 82,800 81,700 1,100

1 国庫補助金 82,800 81,700 1,100

1 国 庫補 助金 82,800 国庫補助金 82,800 

4 固 定 資 産
売 却 代 金

1 1 0

1 固 定 資 産
売 却 代 金

1 1 0

1
固 定 資 産
売 却 代 金

1 固定資産売却代金 1 

5 工事負担金 7,574 6,570 1,004

1 工事負担金 100 100 0

1 工 事負 担金 100 特設配水管工事負担金 100 

2 加 入 金 7,474 6,470 1,004

1 加 入 金 7,474 新設等工事加入金 7,474 
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資本的収入及び支出
支出

款 項 目
本 年 度
予 定 額

前 年 度
予 定 額

比 較 節 予定額 説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1 資本的支出 1,245,430 1,110,689 134,741

1 建設改良費 1,065,946 939,263 126,683

1 配水施設費 56,179 76,705 △ 20,526

1 給 料 4,710 給料 4,710 

2 手 当 等 3,254 期末手当・通勤手当等 3,254 

3
賞 与 引 当 金
繰 入 額

617 賞与引当金繰入額 617 

4 法 定 福 利 費 2,456 共済組合負担金等 2,456 

5
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

142 法定福利費引当金繰入額 142 

6 委 託 料 5,000 配水管布設等測量設計委託料 5,000 

7 工 事 請 負 費 40,000 配水管布設等工事請負費 40,000 

2
第 ６次拡張
事 業 費

1,009,180 862,060 147,120

1 報 償 費 180 事業監理委員報酬 180 

2 委 託 料 20,000 浄水場施工監理委託料 20,000 

3 工 事 請 負 費 987,000 水道施設建設工事請負費 987,000 

4 補 償 金 2,000 移転補償金 2,000 

3 固 定 資 産
購 入 費

587 498 89

1
有 形 固 定
資 産 購 入 費

587 メーター購入費 587 

2 企 業 債
償 還 金

179,484 171,426 8,058

1 企 業 債
償 還 金

179,484 171,426 8,058

1
企 業 債
償 還 金

179,484 企業債償還元金 179,484 



■ 水道料金の徴収方法

令和5年2月末現在の水道の契約件数

約11,800件

◆口座振替によるもの 約10,400件
◆納入通知書によるもの 約1,350件
◆集金員の徴収によるもの 約50件
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■ 水道料金未収金の推移表

年度＼区分 調定額
（A）

各年度末時点の収納状況
令和３年度末時点の

未収納額（C）の収納状況

収納済額
（B）

未収納額
（C）＝A-Ｂ

収納率
（D）＝B÷Ａ

未納額
（E）

同収納率
（Ｂ+（Ｃ-Ｅ））÷Ａ

平成27年度

円

398,409,756 

円

388,690,150 

円

9,719,606 

％

97.56 

円

1,257,610 

％

99.68 

平成28年度 403,097,678 393,599,571 9,498,107 97.64 1,698,375 99.58 

平成29年度 399,119,425 388,938,707 10,180,718 97.45 3,746,162 99.06 

平成30年度 400,747,055 391,224,011 9,523,044 97.62 3,637,579 99.09 

令和元年度 405,061,535 394,303,742 10,757,793 97.34 5,180,030 98.72 

令和２年度 409,606,930 401,756,017 7,850,913 98.08 3,945,353 99.04 

令和３年度 406,966,779 398,998,353 7,968,426 98.04 
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■ 重要な会計方針に係る注意事項 （予算書から抜粋）
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１ 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法 （ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数
建物 10～60年
構築物 1～60年
機械及び装置 8～60年
工具、器具及び備品 3～ 8年
車輌運搬具 4年

(2) 無形固定資産
・減価償却の方法 定額法

ソフトウェア 5年



■料金回収率計算のための説明

R1 R2 R3

給水収益 （ア） 372,760 372,370 369,970

その他 9,399 9,697 3,245

営業外収益 39,453 40,184 39,682

経常収益（Ａ） 421,612 422,251 412,897

営業費用 372,831 377,318 390,744

営業外費用 50,435 47,721 45,556

経常費用（Ｂ） 423,266 425,039 436,300

経常損益（Ａ）-（Ｂ） △ 1,654 △ 2,788 △ 23,403

特別利益 774 166 0

特別損失 2,435 434 169

当年度純利益 △ 3,315 △ 3,056 △ 23,572

（千円）

給水収益 費用

令和元年度 ３７２，７６０ ３９０，８８１

令和２年度 ３７２，３７０ ３９２，０１５

令和３年度 ３６９，９７０ ４０２，７７６

３か年平均 ３７１，７００ ３９５，２２４

前回配布 資料２ Ｐ２ （抜粋） 前回配布 資料２ Ｐ６ （抜粋）

Ｑ 左右の「給水収益」は同額である
が、経常費用と費用の誤差は？

Ａ 経常費用の額から長期前受金戻
入額を引いた額が差分となってい
ます。各年度の長期前受金戻入額
は次のとおりです。
Ｒ１ 32,385千円 Ｒ２ 33,024千円
Ｒ３ 33,524千円

※ 長期前受金戻入額とは、水道施設等を整備した時に国から
一括して受けた補助金等を水道施設等の耐用年数に応じて分
割し、１年分の減価償却見合い分として順次、収益化するもので
す。

14



■これまでの経営健全化の主な取組

15

１ 中予地域における事務の広域的処理による経費抑制の検討

・ 部材の共同調達、システムの共同化、漏水調査の共同委託など

２ 人件費の抑制 （単位：千円）

※ 人口２万人～４万人程度の近隣市町（伊予市、東温市、砥部町）に比べて松前町の水道

部門の職員数は少なく、人件費を抑えられているのが現状です。また、人事異動等によりこ

の数年、人件費は減少傾向でした。

３ 水道施設運転管理業務の委託による経費の抑制

・ 24時間、365日稼働の水道施設の運転管理等について、業者との長期

継続契約（５年間）により効率的かつ安定的な維持管理を行っており、職員

の人件費の抑制に繋がっています。

30 元 ２ ３ ４（見込み） 平均

収益的支出 35,012 36,882 32,182 22,426 30,376 31,375

資本的支出 8,360 8,224 8,953 9,742 9,800 9,016

合 計 43,372 45,106 41,135 32,168 40,176 40,391
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■総人口の推移 出典：松前町人口ビジョン（H28.2）

（国勢調査）
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出典：松前町人口ビジョン（H28.2）■総人口の推移

（国勢調査）



第２回 松前町水道事業経営審議会

財政収支見通し及び料金設定について
令和５年３月１３日（月）

【資料１】



■水道事業経営の基本原則

1

①水道法第１条
清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向

上と生活環境の改善とに寄与すること。

②地方公営企業法第３条
常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的であ

る公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

③地方公営企業法第17条の２第２項
当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければ

ならない。



■水道料金の決定原則

2

①水道法第14条第２項
料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健

全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

②地方公営企業法第21条第２項
料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経

営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な
運営を確保することができるものでなければならない。

松前町水道事業では、健全な運営を確保するために、
適正な水道料金の設定を行う必要があります。



■水道料金の検討の流れ

3

①料金算定期間の設定

②料金算定期間における原価（費用）の算定
→水道使用者から水道料金として受け取る必要がある金額

③料金体系の検討、設定



■①料金算定期間

4

水道料金設定の基礎となる、原価（費用）を算定する期間。

◇ポイント
①水道料金算定要領では、料金算定期間は３年から５年が基準とされている。

②水道料金は、使用者の生活に密着しているため、長期にわたり安定的に維持
されることが望ましい。 （水道料金の期間的安定性）

③一方で、余りにも長期の場合、経済の推移や水需要の動向など、不確定な要
素を多く含むため、期間的公平とはいえない。（水道料金負担の期間的公平性）

以上のことから、料金改定後の検証と準備期間を考慮し、
料金算定期間は５年間が妥当である。



■②原価の算定

5

料金算定期間中に発生する原価（費用）を算定する。

当該原価から、手数料収入や預金利息など水道料金以外の収益を差し引
いたものが、水道使用者から水道料金として受け取る必要がある金額となる。

営業費用

人件費
委託料
動力費
修繕費

減価償却費 等

資本費用

支払利息 等

料金以外の収益
（手数料等）

水道料金の
設定

料金算定期間中に
発生する

費用の合計

原価



■財政収支の現状と今後の見通し（現行料金の場合）

6
R7～R11 支出計（原価） 2,585,064千円

R7～R11 料金収入計 1,786,760千円



■料金算定期間の原価（Ｒ７～Ｒ１１ ５年間の場合）

7

料金算定期間の
見込み費用

原価

２，５８５，０６４千円
（約２６億円）

料金以外の見込み収益
211，095千円（約２億円）

料金算定期間の
見込み水道料金

1，786，760千円
（約１８億円）

収益が約６億円
足りない

料金改定が必要
となる部分

約６億円の収益増には、約３２．９％の改定が必要となる。



■③料金体系の検討、設定

8

（消費税込み）

基本水量 基本料金
従量料金

（1㎥につき）

11 ㎥ ～ 30 ㎥ 126.5 円 

31 ㎥ ～ 50 ㎥ 139.7 円 

51 ㎥ ～ 155.1 円 

11 ㎥ ～ 50 ㎥ 146.3 円 

51 ㎥ ～ 150 ㎥ 159.5 円 

151 ㎥ ～ 173.8 円 

工業用 200 ㎥ 26,087.6 円 201 ㎥ ～ 194.7 円 

11 ㎥ ～ 50 ㎥ 145.2 円 

51 ㎥ ～ 150 ㎥ 158.4 円 

151 ㎥ ～ 172.7 円 

湯屋用 200 ㎥ 17,873.9 円 201 ㎥ ～ 145.2 円 

臨時用 1 ㎥ 178.2 円 2 ㎥ ～ 178.2 円 

11 ㎥ ～ 30 ㎥ 86.9 円 

31 ㎥ ～ 50 ㎥ 94.6 円 

51 ㎥ ～ 102.3 円 

共
用

給
水
装
置

家庭用 10 ㎥ 664.4 円 

団体用 10 ㎥ 1,092.3 円 

営業用 10 ㎥ 1,108.8 円 

種別 区分 用途
料金

超過水量

専
用
給
水
装
置

計
量
制

家庭用 10 ㎥ 792.0 円 

■メーター使用料

量水器口径 使用料（月額）

13 mm   72.6 円 

20 mm   146.3 円 

25 mm   156.2 円 

30 mm   261.8 円 

40 mm   324.5 円 

50 mm   1,570.8 円 

75 mm   1,885.4 円 

100mm   2,618.0 円 

現行の料金体系（用途別・逓増型）

（用途別）
用途によって

単価が異なる。

（逓増型）
水量が増えると
単価も増加する。

ていぞう



■料金計算例

9

（消費税込み）

■メーター使用料

基本水量 基本料金
従量料金

（1㎥につき）
量水器口径 使用料（月額）

11 ㎥ ～ 30 ㎥ 126.5 円 13 mm   72.6 円 

31 ㎥ ～ 50 ㎥ 139.7 円 20 mm   146.3 円 

51 ㎥ ～ 155.1 円 25 mm   156.2 円 

計量制
専用

給水装置

種別 区分 用途
料金

超過水量

家庭用 10 ㎥ 792.0 円 

（計算例）
・月８㎥使用した場合（口径１３mm）

８６４円（税込） ＝ ７９２円 ＋ ０円 ＋ ７２．６円
（基本料金） （従量料金） （メーター使用料）

・月２０㎥使用した場合（口径１３mm）
（１０㎥）

２，１２９円（税込） ＝ ７９２円 ＋ １２６．５円×１０㎥ ＋ ７２．６円
（基本料金） （従量料金） （メーター使用料）

・月３５㎥使用した場合（口径１３mm）
（１０㎥） （１２６．５円×２０㎥）

４，０９３円（税込） ＝ ７９２円 ＋ （１３９．７円×５㎥） ＋ ７２．６円
（基本料金） （従量料金） （メーター使用料）


